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各指定障害者支援施設等管理者　様
神奈川県保健福祉局福祉・次世代育成部

障害サービス課長
「東北地方太平洋沖地震」等の発生に伴う社会福祉施設等における
要援護者の受入れについて

このことについて、地震発生による避難者を神奈川県内の一時避難所等（短期的な一次受入れ）で受け入れているところですが、今後、避難者のうち、障害者支援施設等で支援を必要とする要援護者に対する二次受入れ（中長期的な受入れ）が必要となります。

要援護者の受入れについては、これまでも、柔軟かつ適切に対応するようにお願いをしておりますが、改めて、各障害者支援施設等の状況を把握いたしたく、別添の「要援護者受入状況調査票」にご記入の上、ファクシミリ又はＥメールで平成23年3月23日(水)12時までにご報告ください。また、避難者の入退所等により報告内容に変更があった場合には、随時、ご報告くださるようお願いいたします。
なお、前回調査では、事業所の所在地に応じて、指定都市・中核市・県のいずれかにご回答いただきましたが、今回以降のご回答は所在地に関係なく、すべて県あてにご回答くださるようお願いいたします。

また、要援護者の受入れに伴う人員基準等の取扱いについては、現在、厚生労働省において、詳細を検討しているところですが、現行の障害福祉サービス制度においても、５％の定員超過までは、報酬の減算とならないため、改めて、受入れについて、積極的にご検討くださるようお願いします。

問い合わせ先

運営指導グループ　太田　電話　045-210-4705(直)
事業支援グループ　浜辺　電話　045-210-4717(直)
施設福祉グループ　弘末　電話　045-210-4724(直)
ファクシミリ　　　045-201-2051
Ｅ-mail 　jiritsu.shien@pref.kanagawa.jp
